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～子どもたちと向き合う
時間の確保に向けて～

前号に続いて、県PTA連合会主催の研修会「保護者と先生が『共につくる学校』

を考える会」（令和7年12月19日開催）の内容の一部を紹介します。前号では笹目

東小学校教頭の崎山氏によるボランティア活動の充実等について紹介しましたが、

今号は愛知県江南市立布袋中学校教頭 長瀬基延氏による講演内容、主に部活動改

革等の取組を紹介します。ぜひ自校PTAとも共有し、取組の参考にしていただけた

らと思います！
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愛知県江南市立布袋中学校

教頭 長瀬 基延 氏
講師  【講演テーマ】

生徒が主語の学校を地域・保護者と共につくる

※講演資料より抜粋 ※講演資料より抜粋

部活動を考える会！

教員、保護者、地域
指導者等に加えて、主役であ
る生徒も話合いに参加すること
に大きな意義があります。更に、

  「どのくらいの時間・頻度で活動し
   たいか？」などの項目を含むアン
    ケート調査をすることで、生徒

の本音や実態が明らかに
       なり、改革の方向性が

見えてきます！
チーム顧問制による

組織は、毎年アップデート
されています！

※講演資料より抜粋

※講演資料より抜粋※（株）先生の幸せ研究所資料より抜粋

学校改革は保護者・地域と一緒に！

保護者や
地域の方の伴走が
学校改革の大きな

後押しに！！

県PTA連合会主催研修会
の紹介！ ～その２～
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家庭学習を考える会！

宿題の
必要性について、
生徒だけではなく

保護者にもアンケート
調査を実施しています。
両者の考え方の傾向に
 違いが見られるなど、
   とても興味深い

結果です！

「どの生徒にも
一律に課す宿題に、果たして

 学習効果があるのか？」という
大きな疑問が、この会を生み出

すきっかけとなりました。

心得（校則）改訂プロジェクト！

校則について、
生徒主体で見直しを図っ
ています。更に保護者との

対話の場を設けたり、「子ども
の権利」について触れたりす
ることで、より広い視点で

  考えることができます！

◆ まとめ◆
“関わり”のポイント！

参加者からの声
◆保護者や地域の方々、主役である生徒と丁寧に対話

を重ながら、教育活動の方向性を一緒に考える取組

がとても参考になった。日頃から生徒や教職員の思

いを大切にし、皆が同じベクトルに向かっているこ

ともとても重要だと感じた。この取組が学校改革に

一歩踏み出すための大きなパワーになると思った。

（小学校校長）

◆業務改善が進む中、保護者とのコミュニケーション

が本校の課題であったため、保護者と対話しながら

合意形成を図る長瀬先生の実践に大きなヒントをい

ただいた。早速、来年度４月の参観日に各部活動毎

に保護者と対話する機会を設けることにした。今後

は宿題など学習のあり方等についても検討したい。

（中学校校長）

学校が単に説明責任を果たすため
だけの場ではなく、互いに本音を出し合う
交流を通して、「歩幅を合わせる場」とする

ことが大切です！！
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